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１．農林業センサスでみた構造変化の特徴

　農林業センサスによればわが国の水田を有する経営体の数は、平成17（2005）

年の174万4千経営体から平成27（2015）年の114万5千経営体へ、この10年間で

およそ60万経営体、割合にして34％ほど減少した。こうした経営体の動きを、

事業形態（Business form）の違いと水田面積規模の違いに注目して区分して

示したものが表１である。ここでは、「家族経営体・非法人」（家族経営体で非

法人のもの、これまで農家として把握されてきた）、「家族経営体・法人」（家

族経営体で法人化しているもの）、「組織経営体・農事組合法人」（組織経営体

で農事組合法人の形態のもの）、「組織経営体・会社法人」（組織経営体で会社

形態のもの、ここでは有限会社と株式会社のものを集計している）、「各種団体・

その他法人」（農協、森林組合等の各種団体ならびに農事組合法人・会社・各

種団体以外の法人）、「組織経営体・非法人」（集落営農など組織経営体で非法
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人のもの）という６類型に区分した。

　まず、これまでは「農家」として把握されてきた「家族経営体・非法人」（以下、

家族非法人）の動きであるが、2005年の173万5千経営体から、2015年の112万7

千経営体へ、この10年間で数にして60万8千経営体、割合にして35％減少して

いる。この10年間の経営体の減少のほぼ全てが、この形態の経営体の減少によ

るものである。

　これらの経営体が有する水田面積は、2005年の198万9千haから2015年の161

万haへ、10年間で面積にして37万9千ha、割合にして19％減少した。先に見た

経営体の減少ほどには面積が減少していないのは、離農した経営体の面積が相

対的に小さいことによる。例えば、10ha未満層の動きをみると、経営体の数で

は61万3千経営体が減少し、その減少割合は36％であったが、水田面積では49

万4千haの減少であり、その減少割合は28％である。

　なお、農業から離脱した小規模農家の水田の多くが、同じ事業形態の規模の

大きな階層へ集積されるという動きもある。10ha以上の経営体はこの10年間

で5244経営体、水田面積で11万5千haが増えており、前者では36％、後者では

49％の増加となっている。家族非法人の経営体でも10ha以上の上位階層への規

模拡大の動きがみられ、こうした経営体がとくに10 ～ 30ha層に分厚く存在し

ている点が注目される。例えば、10 ～ 30ha層の23,474経営体の実に78％が、

また水田面積38万1千haの75％が家族非法人によって占められているのである。

さらに30ha以上の各階層においても、この形態の経営体の数が増えており、法

人化によるだけでなく、家族非法人の中でも大規模化の動きがみられる点も見

落とされてはならないだろう。

　農林業センサスにおいて「家族経営体・法人」（以下、家族法人）１）と分類

される経営体の数は、この10年間に2,603経営体から1,986経営体へ24％ほど減

少している。その大きな要因は10ha未満の家族法人の著しい減少である。これ

に対して30ha以上層をみると、各階層ともに増加している。この結果、各階層

が耕作する水田面積も、10ha未満層では減少しているものの、10ha以上層では

増加しており、規模拡大にともない経営体の数も増えている。30ha以上の階層

でも、他の事業形態の経営体に比べると絶対数は少ないものの、この間に一貫

して増加する傾向を見せており、30 ～ 50ha層ではこの10年間に1.9倍、50 ～
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100ha層では2.6倍、100ha以上層では5倍の増加となっている。これに連動して、

30ha以上の階層が耕作する水田面積も1.6倍に増加した。

　続いて組織経営体の動きをみていこう。まず、「組織経営体・農事組合法人」

（以下、農事組合法人）であるが、この経営体の数は10年間で837経営体から4,162

経営体へ実に5倍の増加となっている。周知のように、平成17（2005）年の経

営所得安定対策の導入を契機に、各地で集落営農の設立が相次ぎ、こうした集

表１　事業形態別・水田面積規模別にみた経営体数と水田面積の推移（2005 ～ 2015年）
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落営農の法人化が進んだことによって大幅に増えたものである。とくに10ha以

上の階層では、2005年から2010年までのわずか5年間で489経営体から1,595経

営体へ実に3.3倍もの増加となっている。この増加傾向は、他の事業形態の経

営体に比べても群を抜いている。この結果、10ha以上の農事組合法人が耕作

する水田面積は1万7千haから5万1千haへ3倍に増加した。いいかえれば、この

2005 ～ 2010年の5年間だけで、3万4千haの水田が農事組合法人によって集積さ

れたことになる。なお、2010年から2015年までの5年間の動きをみると、農事

組合法人の設立の動きも、農地集積の動きも大きく鈍化している。10ha以上の

階層では増加倍率は1.9倍に低下し、農地集積の倍率も2.0倍に低下した。しか

し、それでも2倍程度の増加傾向は継続しており、2005年からの10年間で見れば、

全国で3,325の農事組合法人が増加し（後述するように、この多くは集落営農

が法人化したものである）、8万6千haの水田がこの経営体に集積されている。

　次に「組織経営体・会社法人」（以下、会社法人）であるが、この表では会

社法人のうち、株式会社と有限会社のみについて集計しているので注意された

い。会社法人の数は、2005年から2010年の5年間に1,992経営体から3,640経営

体へ1.8倍に増加し、その後の5年間にも5,107経営体へ増加しているが、増加

倍率は1.4倍に鈍化している。前5年間には集落営農の設立と法人化の影響など

もあり、この形態の経営体も大きく増加したことがうかがわれる。しかし、後

5年間の増加倍率が低下しているとはいえ、これを階層別にみると、10ha以上

の階層ではむしろ増加倍率が高くなっており、しかも上層にいくほどその倍率

が高いことがわかる。後5年間の増加倍率は30 ～ 50ha層では1.5倍であるが、

50 ～ 100ha層では1.6倍となり、100ha以上層では1.9倍となっている。このこ

とは、集落営農の法人化など非法人の法人への移行だけではなく、会社法人の

内部でも大規模化が進行していることが推察される。

　こうした経営体の増加や規模拡大の結果、会社法人が耕作する水田面積は、

2005年から2010年には2万4千haから5万1千haへ増加し、2015年には7万9千haへ

増加している。この10年間で5万5千haの水田が会社法人に集積されたことにな

る。

　ところで、農事組合法人や会社法人などの経営体の場合には、10ha未満の階

層においてもその数が増えている。この点は家族経営体とは異なった動きであ
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るが、これらの形態の経営体のうち、水田面積で小規模に分類されるものの多

くは、野菜作や果樹作、畜産などを中心とする複合経営である。

　組織経営体のうち非法人に分類される「組織経営体・非法人」（以下、組織

非法人）は集落営農や営農集団などの任意の生産組織であるが、2015年に把握

されている経営体の大多数は集落営農であると思われる。この経営体の数は、

2005年の3,425から2010年には6,442へ増え、その後2015年には5,694へと減

少している。ただし、注目すべき点は大規模な集落営農の動きである。10 ～

30ha層の2005年から2010年にかけた増加倍率は2.1倍であるが、30 ～ 50ha層で

は5.2倍となり、50 ～ 100ha層では7.8倍、100ha以上層では実に11.9倍もの増

加倍率となっている。この前5年間に100haを超える大規模な集落営農を含めて、

様々な規模の集落営農が続々と設立されていたことがわかる。こうした集落営

農の設立ラッシュの中で、この経営体が耕作する水田面積は、10ha以上の階

層で4.4倍の増加となっている。この結果、集落営農に集積された水田面積は、

この前5年間だけで10万4千haにおよんでいる。このうち、10ha以上の階層に集

積された水田面積は、全体の94％にあたる10万2千haであるが、30ha以上の階

層では9万1千haとなり、集積された水田の９割以上が規模の大きな集落営農に

集積されていることがわかる。

　しかし、2010年から2015年にかけた後5年間をみると、集落営農の実数も耕

作する水田面積も減少に転じている。この理由は、法人化によって多くの集落

営農が農事組合法人や会社法人に法人成りしたこと、また、法人化による集落

営農の減少を上回るほどの新しい集落営農の設立がみられなかったことなどで

ある。なお、どの階層においても1割前後の減少となっていることから、この

間の集落営農の法人化が、組織の規模とは関係なく進められたことがわかる。

　以上のように、この10年間を通じて、わが国の水田農業の分野でも大規模

化が進行し、10ha以上の経営体の数は2005年の17,447経営体から2015年には

28,708経営体へ1.6倍ほど増加し、これらの経営体が耕作する水田面積も31万1

千haから65万7千haへ2.1倍に増加した。全体としては後5年間の増加倍率が鈍

化しているものの、その中でも、上層にいくほど増加倍率が高くなっている点

が注目される。

　なお、法人化や大規模化が進んでいるとはいえ、10ha以上の経営体でも、未
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だその7割が家族経営体であり、組織経営体の割合は3割にとどまっていると

いう点に留意しておく必要がある。また、耕作されている水田面積をみても、

10ha以上層が耕作する65万7千haの水田のうち、45％は組織経営体によって耕

作されているものの、55％は家族非法人によって耕作されているという事実も

見落とされてはならないだろう。10 ～ 30ha層の家族非法人の経営体の数は、

この10年間を通じて僅かながら増加する傾向にあり、このような中間層に分厚

く存在する家族経営の役割と今後の動向についても注目しておく必要があろう

２）。

　ところで、水田を有する経営体のうち、販売目的の稲の作付けを行っている

経営体の数は2015年において952,351経営体、その総面積は1,782,671haである。

これは水田を有する経営体の83％にあたり、その面積の割合は92％である。こ

の事業形態別、水田面積規模別の経営体数ならびに水田面積を示したものが表

２である。

　事業形態では家族非法人が圧倒的に多く939,244経営体で、全体の99％を占

め、次いで組織非法人が4,055経営体、農事組合法人が3,662経営体、会社法

人が3,585経営体となっている３）。家族法人は1,355経営体、各種団体その他は

450経営体である。

表２　事業形態別・水田面積規模別にみた稲作有り経営体の数と面積（2015年）
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　水田面積規模別では、10ha未満層が926,039経営体で全体の97％を占めてお

り、10ha以上の経営体は26,312経営体で、総数に比べればまだその数は少ない。

しかし、10ha以上の経営体が耕作する水田面積は60万3千haで、その面積割合

は総水田面積の34％に達している。もっとも、10ha以上層の中では、家族非法

人の10 ～ 30ha層が26万7千haを耕作しており、この家族非法人を除く家族法人、

農事組合法人、会社法人、各種団体その他、ならびに組織非法人の耕作する水

田面積は27万9千haで全体の16％である。

　こうした経営体のうち、本稿ではとくに10ha以上の階層にしぼって、農林業

センサス個票の組替集計により、これらの階層の幾つかの経営的特徴について

明らかにしてみたい。

２．販売金額区分別にみた経営体の割合

　農林業センサスの販売金額に関する調査は、かつては農家が中心であったこ

ともあり、また、これが税務等の個人情報に関わる事項でもあることから、そ

の把握の精度については、従来からそれほど高くはないと言われてきた。従っ

て、データをみるに当たっては、あらかじめこうした点についてふまえておく

必要があろう。しかし、販売金額が7,000万円ある経営体が300 ～ 500万円など

と回答する極端なケースはあまり考えられず、その区分よりも低い区分枠を回

答するということはあろうが、おおよその傾向はつかめるものと思われる４）。

　水田面積が10ha以上の経営体について、事業形態別、水田面積規模別に販売

金額区分の割合を示したものが表３である。それぞれの階層で販売金額区分の

回答にはかなりのバラつきがみられる。個々の経営体によって経営事情が異な

るということであろうが、ここでは参考のために水田10a当たり販売金額の基

準を10万円と設定してみた。米作りにおいては最低この程度の販売金額が必要

ではないかと思われるが、特にこの金額に根拠があるわけではない。転作麦や

大豆、あるいは飼料用米を作れば、販売金額そのものはこの水準を下回ること

は確かであろうし、また、野菜を栽培してこの金額を上回ったとしても、利益

が出るかどうかは別問題である。とりあえずこの水準を一つの「物指し」にし

て、事業形態別、規模階層別にみた販売金額の状況を眺めてみようということ
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表３　販売金額区分別の経営体割合（10ha以上、2015年）
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である。

　10a当たり10万円という基準で各階層ごとの最低面積で得られる販売金額を

算出すると、10 ～ 30ha層では1,000万円、30 ～ 50ha層では3,000万円、50 ～

100ha層では5,000万円、100ha以上層では1億円となる。この販売金額を一つの

基準にして、この金額以上の販売収入を得ている経営体の割合をみると、まず

10 ～ 30ha層で1,000万円以上の割合の高い事業形態は家族法人と会社法人であ

り、それぞれ80％を超えている。続いて農事組合法人と組織非法人の60％台、

家族非法人と各種団体その他の50％台となっている。分析の対象としている経

営体は「稲単一経営」に限っているわけではないので、水田面積の小さい経営

の中には、稲作以外の部門が中心となっている経営体もあるという点への注意

も必要である。なお、この階層ではどの事業形態でも販売金額が300万円未満

とするものが数％ずつ存在しており、回答に幅がみられる。

　次いで、30 ～ 50ha層で3,000万円以上の割合が高い事業形態は、会社法人

（86％）であり、次いで農事組合法人（73％）がこれに続いている。この２つ

の事業形態では50 ～ 100ha層でも5,000万円以上の経営体割合が高く、それぞ

れ60％と50％となっている。次に割合の高い事業形態は、組織非法人と家族法

人であり、30 ～ 50ha層では5割前後、50 ～ 100ha層では3割強、100ha以上層で

は4割となっている。組織非法人や農事組合法人などでは販売金額区分の回答

に大きなバラつきがみられるが、家族法人ではそれほど大きなバラつきがみら

れない。前２者の経営体が様々な地域の立地条件や圃場条件のもとに設立され

ていることをうかがわせる。

　家族非法人の経営体では各階層ともに基準金額を超える経営体割合が低く、

しかも回答にバラつきがみられる。家族経営の農業収支に関する経理のあり方

なども影響している可能性がある。

　全体に規模が大きくなるほど販売金額の基準を超える経営体の割合は低下し

ており、必ずしも大規模化が販売金額の上昇に結びついているわけではない現

状がみてとれる。その中でも、会社法人と農事組合法人の販売金額は、他の形

態の経営体に比べると高く、100ha以上層では3億円以上の販売金額をあげてい

る経営体も存在している点が注目される。

　以上のように、水田稲作を行う10ha以上の経営体の中には、販売金額が300
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万円未満と答えたものが数％ずつあるものの、その一方で、1億円以上と答え

た経営体の数も全国で200を超えている。水田農業の分野でも高い販売金額を

達成している経営体が出現しているということであろう。しかし、全体として

みれば、経営の収益性に問題を抱えている経営体が多数にのぼるという状況も、

この表から読みとることができる。

３．常雇の導入と組織経営体の労働力構成

　農林業センサスでは、７ヶ月以上の雇用契約（口頭でも可）で農業に従事す

る者を常雇と定義している。水田稲作を行っている全国の952,351経営体で雇

用されている常雇の数は、家族非法人や家族法人に雇われている者も含めると、

男子35,900人、女子32,000人、男女合わせて67,900人である。

　これを年齢別にみると、男子では15 ～ 34歳が25％、35 ～ 44歳が14％、45

～ 65歳が34％、65歳以上が27％で、45 ～ 64歳を峰にした若手、高齢者がほぼ

同じ割合で雇用されている山型の構成となっている。女子の場合も、45 ～ 64

歳が41％でやや高い山を形成しているものの、男子と同じような構成で雇用さ

れている。農業従事者の高齢化が大きく進んでいる中で、男女ともに比較的若

い従業員も常雇として雇われていることがわかる。

　しかし、これを事業形態別にみると、組織非法人では45 ～ 64歳ならびに65

歳以上が男子では9割、女子でも8割を占めており、常雇の多くが高齢者によっ

て占められている。この傾向は農事組合法人においても同じ傾向がみられ、男

子、女子ともに45歳以上の常雇が7割以上を占めている。おそらく地域で活躍

してきたオペレーターや定年退職後の就農者、農業に専従してきた高齢者など

が雇用されているためであろう。

　これに対して、家族法人では4割の常雇が15 ～ 34歳の若手であり、会社法人

でも、45 ～ 64歳の常雇が中心になっているとはいえ、3割が若手によって占め

られている。これらの経営体では、身内や子弟などが常雇として雇われ、その

上に、規模拡大にともなって、新たに若い従業員が雇用されていることがうか

がわれる。

　事業形態別、水田面積規模別に経営体当たり常時雇用者の人数を男女別に示
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したものが表４である｡まず、男子雇用者が最も多い経営体は会社法人の100ha

以上層で、平均5.9人の常雇が雇用されている。会社法人では50 ～ 100ha層で

は4.1人、30 ～ 50ha層や10 ～ 30ha層でも2人以上が雇用されており、他の事業

形態の経営体に比べて常雇の数が多い。また、会社法人では、どの階層におい

ても女子の常雇が平均して1人以上雇用されており、農産物の加工、販売や経

理などのスタッフとして女性が活躍している様子がうかがわれる。

　次に常雇の多い事業形態は農事組合法人であり、100ha以上層では平均4.6人

が雇用されている。後述するように、農事組合法人や組織非法人では、組織そ

のものの性格から、構成員の数がきわめて多い組織構造になっているが、法人

化した農事組合法人では、作業の中心となるオペレーターなどが常雇として雇

用されているためであろう。他の階層の農事組合法人でも平均して1人以上の

常雇が雇用されているが、こうした常雇の中には、高齢化したスタッフととも

に、将来の組織の後継者候補として期待されるスタッフなども含まれているも

のと推察される。

　家族法人や家族非法人の経営体でも100ha以上層では平均4人以上あるいは2

人以上の常雇が雇用されており、50 ～ 100ha層でも1人以上が雇用されている。

家族経営であっても、水田面積規模が50haを超えるようになると、どの経営体

でも常雇の導入が不可欠になることがわかる。

　各種団体その他の経営体、ならびに組織非法人の経営体では常時雇用者はあ

まり雇われていない。組織非法人は組織に参加している構成員によって運営さ

表４　事業形態別・規模別に見た経営体当たり常雇人数（10ha以上、2015年）
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れる任意組織であるために、常時雇用の仕組みそのものにはなじまないためで

あろう。

　以上のように、水田農業の分野でも、会社法人や農事組合法人を中心に活発

に常雇の導入が行われており、家族法人や家族非法人の経営体でも50haを超え

るような経営では平均1人以上の常雇が雇用されている。これらの経営では、

常雇の導入が経営の規模拡大のための不可欠な要素となっていることがわか

る。一方で、家族法人や家族非法人の経営体の多くでは、従来のような家族労

働力を中心とした営農が行われ、組織非法人では構成員を中心とした営農が行

われている。

　販売金額区分別の経営体割合を示した前掲表３では、10a当たり10万円の販

売金額基準をもとにそれぞれの規模階層における経営体の販売金額基準を設定

したが、この基準よりも販売金額が多い経営体のグループを「高販売金額グルー

プ」、少ない経営体のグループを「低販売金額グループ」と定義して、それぞ

れの事業形態と水田面積規模ごとに１経営体当たり常雇人数を再集計して示し

たものが表５である５）。家族非法人と家族法人の100ha以上層、ならびに常雇

の少ない組織非法人を除くと、いずれの形態や規模階層においても高販売金額

グループの常雇人数の方が男女ともに多いことがわかる。とくに会社法人と農

事組合法人の100ha以上層の雇用人数が突出している。これらの事業形態の大

規模層では規模拡大の上でも、また販売収入の向上のためにも、多数の常雇の

導入が不可欠になっているためであろう。一方、組織非法人などでは、中堅と

なるオペレーターを雇用者として採用しているものの、多くの農作業を担う労

働力は組織の構成員であり、そのために雇用人数は少ない。

　ところで、農林業センサスでは、組織経営体については、経営の労働力構成

についても調査している。この結果を事業形態別、水田面積規模別に整理し

て、経営体当たり人数として示したものが表６である。なお、この労働力構成

には、組織に参加する構成員のほかに、常雇や臨時雇の人数も含まれているこ

とに注意する必要がある。まず、男女合わせた総人数をみると、組織非法人の

人数が最も多く平均して20.8人となっている。しかも、これを規模別にみると、

100ha以上層では115.7人と実に100人を超える人数となっている。この経営体

の男子の農業従事日数別人数をみると、150 ～ 249日（41.4人）と1～ 59日（31.2
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人）の従事者グループに大きく分かれている。先にみたように組織非法人では

常雇は少ないことから、専従的に出役するグループと臨時的に出役するグルー

プに構成員が大きく分かれていることがわかる。

　次いで、組織非法人の50 ～ 100ha層では38.6人、30 ～ 50ha層では25.2人、

10 ～ 30ha層では18.0人の労働力構成になっている。しかし、これらの階層で

は農業従事日数が1～ 59日の者も多く、日々実働する人数はそれほど多いわけ

ではないことがうかがわれる。

　経営体当たり労働力が次に多い事業形態は農事組合法人で、平均して17.4人

である。しかし、規模階層別にこれをみると大きな違いがあり、100ha以上層

では54.2人と多くの労働力によって構成されている。しかも男子労働力では、

農業従事日数150日以上の者が31.8人と全労働力の6割を占めている。このほか

表５　規模・販売金額で区分した経営体の１経営体当たり常雇人数（2015年）
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にも、50 ～ 100ha層では26.3人、30 ～ 50ha層では20.7人、10 ～ 30ha層では

16.3人となっており、この形態の経営体では多くの労働力が農業に専従してい

る。農事組合法人としての組織の性格から、一部に常雇の雇用などが行われて

いるものの、基本的には比較的高齢の構成員によって営農が担われているため

である。

　各種団体その他の経営体の労働力人数は平均して12.3人である。この中で、

100ha以上層が76.0人と突出しており、しかもその多くが従事日数60 ～ 149日

表６　従事日数別にみた経営体当たり労働力構成（組織経営体、2015年）
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の臨時的な労働力であるというほかは、各階層とも組織非法人や農事組合法人

などと比べるとそれほど労働力は多くはない。

　経営体当たり最も労働力人数の少ない事業形態は会社法人であり、平均して

わずか5.4人である。階層別には100ha以上層が13.7人、50 ～ 100ha層が6.9人、

30 ～ 50ha層が5.9人、10 ～ 30ha層が5.7人となっており、このうち、農作業の

中心となる従事日数150日以上の男子労働力（専従者）の数をみると、100ha以

上層では8.5人、50 ～ 100ha層では3.3人、30 ～ 50ha層では3.2人、10 ～ 30ha

層では2.7人で、労働力に占める専従者の割合が高い。こうした専従者の中には、

組織の役員や子弟の従業員のほかに、７ヶ月以上の雇用契約で雇われている常

雇も含まれているものと推定される。

　それでは、基幹的な労働力１人当たりどの程度の面積の水田を耕作している

のであろうか。こうした点をみる一助として、農業従事日数150日以上の男子

労働力（専従者）１人当たりの水田面積を算出して、事業形態別、面積規模別

に示したものが表７である。男子専従者１人当たり面積が最も大きい階層は、

会社法人の50 ～ 100ha層であり、その面積は平均しておよそ20haである。次い

で、会社法人の100ha以上層や農事組合法人の50 ～ 100ha層、各種団体その他

などの15ha前後、そして会社法人の30 ～ 50ha層や農事組合法人の12ha前後と

なっている。これまで専従者１人当たり平均水田面積は10ha前後が限界と言わ

れてきたが、これらの事業形態では、いずれも男子専従者１人当たり面積が

10haを超えており、会社法人の100ha以上層では実に2倍の面積となっているこ

とがわかる。もっとも、その一方で、組織非法人や他の事業形態の中間層など

では、男子専従者１人当たり面積は10haに満たないものが多い。

　以上のように、組織経営体の労働力構成は事業形態や水田面積規模階層に

表７　男子専従者１人当たり平均水田面積（組織経営体、2015年）
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よって大きく異なっており、このために、男子専従者１人当たり水田面積にも

大きな違いのあることがわかる。このことは、水田作業の効率性や労働費など

の経費にも大きな格差のあることを示唆している。

　こうした状況をさらに詳しくみるために、農事組合法人、会社法人ならびに

組織非法人について、高販売金額グループと低販売金額グループに分けて１経

営体当たり男子専従者数と専従者1人当たり水田面積を再集計して示したもの

が表８である。10 ～ 30ha層、30 ～ 50ha層、50 ～ 100ha層の３つの階層では、

農事組合法人の10 ～ 30ha層と会社法人の30 ～ 50ha層を除くと、いずれも高販

売金額グループの方が専従者数が多くなっている。両者の水田面積の格差を考

慮してもなお多いことから、高販売金額グループの経営体では専従者の充実を

基礎においた売上高向上のための取り組みが行われていることがうかがわれ

る。しかしその一方で、専従者の確保は、専従者1人当たり水田面積を小さく

する方向に作用するという点にも留意しておく必要がある。農地の外延的拡大

とその集約的利用という２つの視点が必要であろう。

　こうした傾向に対して、異なる動きを示しているのが100ha以上層である。

農事組合法人と組織非法人の高販売金額グループでは、きわめて多数の男子専

従者が営農に従事している。ただし、農林業センサスで専従者として把握され

ているこれらの構成員については、その実働の実態について、さらに具体的な

検討が必要とされるように思われる。また、200haを超えるこれらの経営体の

設立の経緯と圃場条件などについても検討する必要があるが、この点について

は今後の課題である。さらに、会社法人の100ha以上層では、低販売金額グルー

プの男子専従者数が他の会社法人に比べて突出して多い。これらのグループに

表８　規模・販売金額で区分した経営体の専従者１人当たり平均水田面積
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ついても実態の検討が必要であろう。

　会社法人の階層別にみた並びでいえば、むしろ高販売金額グループの方が合

理的な経営展開のパターンのようにみえる。男子専従者1人当たり水田面積は

50 ～ 100ha層では20ha前後、100ha以上層では30ha弱というのが、現在の大規

模経営の実態に近い数字ではないかと思われるのである。

　

４．水田利用と経営複合化の現状

　水田に作付けられている作物の割合を事業形態別、水田面積規模別に集計し

て示したものが表９である。まず、食用稲の作付け割合の最も高い事業形態は

家族非法人であり、平均して81％である。しかし、これを規模別にみると大き

な違いがみられる。食用稲が８割以上作付けされている階層は10ha未満層の

みであり、規模が大きくなるに従って作付け割合は減少し、50 ～ 100ha層や

100ha以上層では５割にまで低下している。転作に関わる目標面積の割当にお

いて、10ha未満の小規模層が特別に配慮され、その分が他の事業形態の経営体

を含む上層へ配分されている結果であろう。30ha以上のいずれの階層において

も、稲以外作物の作付け割合が３割を超えているが、後述するように、これら

の作物の多くは転作の麦、大豆類である。

　次いで食用稲の作付け割合の高い事業形態は、各種団体その他ならびに組織

非法人である。前者の経営体では50ha未満のいずれの階層も食用稲の作付け割

合が８割近くになっており、稲以外作物の作付けが少ないが、上層では食用稲

の割合が減り、稲以外作物の割合が増えている。しかし、この稲以外作物のほ

ぼ全ては転作の麦、大豆類である。後者の組織非法人では、食用稲の作付け割

合はいずれの階層においても７割の水準にあり、あまり変化はない。なお、こ

の組織非法人では、裏作の面積割合が他の事業形態に比べると高い。各地で麦

類などの集団転作の取組みが活発であるが、こうした転作組織がこの事業形態

の中に含まれているためであろう。

　食用稲の作付け割合が60％台後半にあるのが、農事組合法人と会社法人であ

る。この両形態ともに50ha未満の３つの階層では70％前後にあるが、上層にい

くにつれて、その割合が60％台に低下している。これに対応して、稲以外の作
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付け割合が増えており、会社法人の100ha以上層では36％に達している。後述

するように、麦、大豆類のほかに、露地野菜やその他作物などの生産が積極的

に行われているためである。

　次に、食用稲の作付け割合が60％台前半にあるのが家族法人である。10ha未

満層では他の事業形態の経営体と同じように７割を超えているが、上層にいく

につれてその割合が低下し、50 ～ 100ha層では50％台となり、100ha以上層で

表９　水田の作物別作付面積割合（2015年）
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は40％を切っている。一方、稲以外作物の作付け割合は30 ～ 50ha層では30％

台後半であるが、50 ～ 100ha層では40％台となり、100ha以上層になると60％

弱となって食用稲の作付け割合と逆転している。後述するように、稲以外作物

の多くは麦、大豆類であり、この形態では、地域の転作割り当てを積極的に引

き受けることによって（言い換えれば、地域に貢献することによって）、規模

拡大を進めている状況がうかがわれる。

　以上のような水田利用の現状をふまえて、経営体の複合化の状況をみるため

に表10を示した。この表は過去１年間の販売金額のうち、水稲・陸稲の販売金

額が第１位と回答した経営体（「稲作一位経営」）にしぼって、稲作の販売区分

別割合が８割以上（稲単一経営とする）、６～７割（準複合経営とする）、６割

未満（複合経営とする）の経営体に区分し、さらに後２者については、販売金

額が第２位の作物の割合を示したものである。数値は、稲作割合別区分につい

ては、それぞれの稲作一位経営の総数に対する割合を、第２位作物については

準複合経営、複合経営に区分された経営体を100として、当該作物の生産に取

り組んでいる経営体数の累積割合を示したものである。

　まず、稲作販売額が８割以上とする割合が最も高い事業形態は家族非法人で

あり、平均して９割近い水準にある。しかし、その多くが数の多い10ha未満の

階層に集中しており、10 ～ 30ha層では60％台、30 ～ 50ha層では50％台、50ha

以上の階層ではいずれも40％台に低下している。一方、稲作販売金額が６～７

割の準複合経営は、30ha以上の３つの階層では経営体の割合が30％台にあり、

稲作販売金額が６割未満の複合経営は、30ha以上の階層で30％を超え、100ha

以上層では20％であるが、全体としてみればその割合は少ない。この中で、

50ha以上の階層では、いずれも稲単一経営よりも準複合経営と複合経営を加え

た割合の方が高くなっている。しかし、その作付け作物をみると、圧倒的に多

いのが麦、大豆類である。

　なお、この事業形態で注目すべき点は、10 ～ 30ha層の経営体における稲、麦、

大豆以外の作物への積極的な取り組みである。こうした複合化の動きは会社法

人の10 ～ 30ha層にもみられるが、これらの階層の層の厚さを考えれば、こう

した複合化の今後の動きについてもフォローする必要があろう。

　次いで、７割の水準にあるのが組織非法人と各種団体その他である。組織非
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表10　経営複合化の状況（2015年）
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法人の稲単一経営の割合は10ha未満層では８割を占めるが、水田面積が大きく

なるに従ってその割合は低下しており、100ha以上層では５割を切っている。

しかし、過半を占める準複合経営や複合経営で作付けされている作物の９割以

上は転作の麦、大豆類であり、野菜などの作物の作付けは限定的である。

　各種団体その他では稲単一経営の割合が７割を超える階層が多いが、ごく一

部に露地野菜を生産する経営体がある。準複合経営および複合経営に区分され

る経営体の作付け作物は転作の麦、大豆類が中心になっている。

　稲単一経営の割合が60％台前半にあるのが農事組合法人と会社法人である。

両者ともに10ha未満の小規模層では７割前後を占める稲単一経営の割合が、規

模が大きくなるに従って大きく低下している。これに対応して、準複合経営と

複合経営の割合が増えているが、農事組合法人の方は準複合経営の割合が高く、

会社法人では複合経営の割合が高いという特徴がある。作付けされている作物

も、前者では７～８割の経営体で作付けされている麦、大豆に加えて露地野菜

が多いのに対して、後者では露地野菜、施設野菜、その他作物ときわめて多彩

な農作物が栽培されている。

　稲単一経営の割合が50％台後半にあるのが家族法人である。この事業形態

の経営体でも規模が大きくなるに従って、稲単一経営の割合が低下しており、

30 ～ 50ha層および50 ～ 100ha層では40％前後となり、100ha以上層ではわずか

20％台となっている。しかし、準複合経営においても、複合経営においても、

規模の大きな階層で作付けされている作物は麦、大豆類が中心であり、露地野

菜以外には目立ったものがみられない。

　以上のように、稲作一位経営の中で稲の販売金額が８割未満の準複合経営お

よび複合経営の割合は、いずれの事業形態の経営体においても10ha未満層では

３割ていどであるが、その割合は規模が大きくなるに従って増加する傾向をみ

せ、50～100ha層や100ha以上層になるとその割合は５割を超えている。しかし、

稲以外の作物の作付け状況をみると、圧倒的に多いのが麦、大豆類である。こ

うした状況は、転作に関する目標面積の割り当てを大規模層がより多く担って

きた結果を反映したものであろう。その一方で、農事組合法人や会社法人では、

露地野菜や施設野菜、その他作物に積極的に取り組んでいる経営体もみられる。

しかも、こうした傾向がとくに大規模層で多くみられる点が注目される。
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　こうした複合化の取り組みについてさらに詳しく検討するために、農事組合

法人と会社法人について、高販売金額グループと低販売金額グループに分けて

示したものが表11である。まず農事組合法人についてであるが、この形態では

稲の作付割合別の経営体の構成については高販売金額グループと低販売金額グ

ループに大きな違いはみられない。上位階層にいくほど稲単一経営の割合は低

下しているものの、それぞれの販売金額グループの間には特定の傾向はみられ

ないのである。しかし、稲作比率６～７割の準複合経営ならびに６割未満の複

合経営の第２位部門の農作物の品目をみると大きな違いがみられる。準複合経

営の10 ～ 30ha層を除くいずれのグループでも、低販売金額グループでは麦、

大豆類の作付割合が高く、露地野菜などの他の品目の作付割合が低くなってい

る。その一方で、高販売金額グループでは露地野菜や施設野菜、その他の作

物の作付割合が高くなっており、特に準複合経営の100ha以上層や複合経営の

30 ～ 50ha層と50 ～ 100ha層では施設野菜の作付割合が１割を超えている。麦、

大豆類は10a当たり販売額が低いために、作付面積の多い経営体では必然的に

販売金額が低くなる傾向にあり、これに対して、野菜や果樹、その他作物への

取り組みが経営体の販売金額を押し上げていることがわかる。

　次に、会社法人では、100ha以上層を除くと高販売金額グループの方が稲単

一経営の割合が低く、準複合経営と複合経営の割合が高くなっている。100ha 

以上層の高販売金額グループのみ稲単一経営の割合が57％と際立っており、農

事組合法人の上位階層に比べても高い水準にある点が特筆される。会社法人の

大規模経営の中には、「稲単作」に特化して米事業を営んでいる経営体が存在

していることを示唆している。もっとも、その一方で、この100ha以上層には

多彩な作物を生産する22％の複合経営も含まれており、作目選択の自由度の高

い経営がそれぞれの経営形態を選んで活躍している点が注目されるところであ

る。

　なお、会社法人の準複合経営と複合経営には、相当な割合の麦、大豆類の作

付がみられる。会社形態の法人であっても、地域の転作を積極的に担い、地域

に貢献している経営の姿をここにみることができる。その一方で、施設野菜や

果樹、その他作物なども積極的に導入しており、そうした品目や作付面積の違

いが経営の販売金額の違いとなっていることがわかる。
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表11　規模・販売金額で区分した経営体の複合化の取り組み（農事組合法人、会社法人：2015年）
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５．環境への負担の軽減の取り組み

　中国の毒ギョーザ事件や牛のＢＳＥ問題などの発生を契機に、近年、国民の

農産物に対する安全・安心への関心が高まっている。また、地球温暖化や地域

の野生生物への関心の高まりなどを背景に、水田農業の分野でも環境に配慮し

た米作りも推進されている。このような環境問題に関する取り組みはどの程度

行われているのか。農林業センサスでは、農薬の低減や化学肥料の低減、ある

いは堆肥による土づくりなどについて、「環境への負担の軽減」として調査し

ている。その回答結果を整理して示したものが表12である。

　まず、「環境への負担の軽減」について「行っている」と回答した経営体の

割合が、８割に達しているのが会社法人である。その割合は、どの規模階層に

おいても高く、10ha以上のいずれの階層も８割を超え、100ha以上層では９割

近くに達している。取り組みの内容をみると、農薬の低減が最も多く、多くの

規模階層で７割を超え、100ha以上層では８割に達している。また、化学肥料

表12　環境への負担の軽減に向けた取り組み状況
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の低減も多くの規模階層で７割前後の経営体が行っている。会社法人では特別

栽培米や有機栽培米など、環境や安全・安心を意識した農産物の生産が多くの

経営体で行われていることがうかがわれる。さらに堆肥による土づくりについ

ても、会社法人では半数あるいはそれを超える経営体が取り組んでいる。これ

らの経営体では多品種・高品質の米作りが行われていること、そして米以外の

様々な農作物の栽培にも積極的に取り組んでいることなどが、堆肥による土づ

くりの取り組みと大きく関連している。

　次いで、「行っている」という割合の高いのが農事組合法人であり、10ha以

上のいずれの規模階層においても７割を超える経営体が回答している。取り組

みの内容で最も多いのが農薬の低減であり、次いで化学肥料の低減であるが、

10ha以上の階層では両者ともに６割を超える経営体が行っている。もっとも、

100ha以上の大規模層になると、むしろその割合が低下しているが、これらの

経営体の立地条件や設立の経緯が影響している可能性も考えられる。堆肥によ

る土づくりは３～４割の経営体が行っているが、30ha以上の階層ではいずれも

４割を超えており、会社法人と同じように、上層にいくほどその割合が高くなっ

ている。農事組合法人においても、規模拡大が進むにつれて、土づくりが営農

上の重要な課題になっていることがわかる。

　家族法人では、全体では63％の経営体が「行っている」と回答しているが、

階層別にこれをみると、10 ～ 30ha層、30 ～ 50ha層、100ha以上層では、行っ

ている経営体の割合が農事組合法人のそれよりもわずかながら高くなってい

る。これを内容別にみると、農薬の低減の割合は高いが、化学肥料の低減はや

や低い。また、堆肥による土づくりはほぼ農事組合法人と同じであるが、家族

法人では100ha以上層のみが高い割合を示している。

　各種団体その他ではおよそ半数の経営体が環境への負担の軽減を行っている

が、その状況には階層によるバラつきがある。

　「環境への負担の軽減」を「行っている」と回答した割合が最も低いのが家

族非法人である。平均ではわずか35％の経営体が「行っている」と回答してい

るが、この平均値を低くしているのは数の上で98％を占める10ha未満層である。

10 ～ 30ha層や30 ～ 50ha層、50 ～ 100ha層では行っている経営体の割合は６割

前後の水準にある。取り組みの内容では、10haから100haまでの３つの階層で
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は、農薬の低減が５割の経営体で、化学肥料の低減が４割の経営体で行われて

いる。また、堆肥による土づくりも２～３割の経営体が行っている。しかし逆

に100ha以上層になると、行っていると回答した経営体の割合は３割にとどまっ

ている。

　以上のように、消費者の農産物に対する安全・安心や環境への関心の高まり

などを背景に、水田農業の分野でも、環境に配慮した農業への取り組みが進め

られていることがわかる。全体としてみれば農薬や化学肥料の低減、そして堆

肥による土づくりなどに取り組む経営体の割合は未だ2 ～ 3割程度にとどまっ

ているものの、これを事業形態別、水田面積規模別にみると８割に達している

階層もあり、会社法人、農事組合法人、そして一部の家族法人などでは、こう

した課題に積極的に取り組んでいる。こうした取り組みは、先にみた土地利用

や経営複合化に深く関わるものであり、相互に関連したものである。

　こうした取り組みの状況について、さらに詳しくみるために、家族法人、農

事組合法人、会社法人について販売金額グループに分けて示したものが表13で

ある。環境への負担の軽減について「行っている」と回答した経営体の割合は、

どの法人の階層においても高販売金額グループの方が高い。しかも、上層の規

模階層にいくほど熱心に取り組んでいることがわかる。特別栽培や有機栽培な

どのいわゆる「環境保全型農業」への取り組みが、販売収入の向上にプラスの

効果をもたらしていることがうかがわれる。

　取り組みの内容をみると、化学肥料の低減や農薬の低減については、50 ～

100ha層の低販売金額グループを除けば、いずれのグループでも半数以上の経

営体が取り組んでいる。これに対して堆肥による土づくりは、全体としてこれ

に取り組む経営体の割合が低いが、この中でも、積極的に取り組んでいるグ

ループがみられる。低販売金額グループの中には取り組む経営体の割合が20

～ 30％台にあるものもあるが、その一方で、上層のグループでは半数を超え

るものもある。取り組む経営体の割合が半数を超えるグループは、家族法人の

50 ～ 100ha層、100ha以上層や、会社法人の各階層の高販売金額グループなど

にみられ、会社法人の100ha以上層の高販売金額グループではこれが70％に達

している。堆肥による土づくりがとくに家族法人の上位階層や会社法人の高販

売金額グループでより積極的に取り組まれていることがわかる。これらの経営
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体では、多品種の米づくりや特別・有機栽培などに加えて、野菜等の高収益作

物の栽培などにも積極的に挑戦しており、こうした多様な水田利用のためにも、

土づくりが必要不可欠な要素であると認識されているためであろう。

６．農産物の販売（出荷）先の現状

　水田農業の分野では米をはじめとする農産物はどのように販売（出荷）され

ているのか。農産物の販売（出荷）先について事業形態別、水田面積規模別に

整理して示したものが表14である。まず、販売（出荷）先として「一位が農

協」であると回答した経営体の割合をみると、組織非法人が最も高く、平均し

て86％となっている。とくに10ha以上の階層では9割以上になっており、30ha

以上の階層ではほぼ100％となっている。この形態の経営体と農協との強い結

びつきがうかがわれるが、多くの集落営農が農協の主導のもとに設立されてい

ること、また、組織そのものが地域の農家が参加した生産協同組合的な性格を

有したものであることなどが、こうした強い絆の理由であろう。組織非法人の

農協以外への販売先は、消費者への直接販売を除くとその割合は少ない。1割

ほどの経営体が行っている消費者への直接販売先は、地域の直売所などを通じ

た農産物の販売であろう。一方、販売（出荷）先の「一位が農協以外」と回答

表13　 規模・販売金額で区分した経営体の環境への負担の軽減の取り組み

（家族法人、農事組合法人、会社法人：2015年）
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した組織非法人の販売先は、50ha未満のいずれの階層でも消費者への直接販売

が4 ～ 5割を占めており、直売所などを利用した販売に力を入れている経営体

の多いことがうかがわれる。また、50ha ～ 100ha層では小売業者や加工・外食

業者への販売先が多くなっている。こうした階層の経営体になると、独自販売

に挑戦しているものも少なからず存在していることがうかがわれる。しかし、

100ha以上層では、一位が農協以外と回答した経営体は存在しない。

  もっとも、一位が農協以外と回答したとはいえ、どの事業形態の経営体にお

いても、農協との関係は深く、後述するように、農事組合法人の７割、家族法

人や組織非法人、会社法人の５～６割が何らかの形で農協へ農産物を出荷して

いる。

　次に「一位が農協」と答えた割合の高い事業形態は農事組合法人であり、平

均して81％を占めている。多くの経営体が集落営農が法人化したものであるこ

とから、当然のことではあるが、10ha未満層を除くいずれの階層でも8割以上

を占めている。この形態の経営体の農協以外の販売先は、やはり消費者への直

接販売が多いが、上層にいくに従って、販売先は多様化していることがわかる。

　一方、農事組合法人で「一位が農協以外」と回答した経営体は平均しておよ

そ２割を占めるが、その販売先の多くは消費者への直接販売である。また、小

売業者への販売も10ha以上の階層では3 ～ 4割の経営体が行っており、50haを

超えると加工・外食産業への販売が増え、100haを超えると卸売市場への出荷

も行われている。こうした販売先の多様化は、先述したように、大規模層では

野菜類など米以外の農産物の生産に取り組んでいることによるものである。

　販売（出荷）先の「一位が農協」と答えた割合が３番目に多いのは家族非法

人である。おおよそ７割の経営体が農協への出荷が一位と答えている。これに

対して、農協以外と回答した経営体の割合は２～３割ていどである。その販売

先は、消費者への直接販売が多く、３～４割の経営体が取り組んでいる。しか

し、30～50ha層や50～100ha層では小売業者への販売が４割前後を占めており、

こうした業者との結びつきが強くなっている。また、100haを超えると、他の

事業形態の経営体と同じように、家族経営であっても販売先はきわめて多様化

している。

　続いて「一位が農協」という回答が多いのは家族法人であり、およそ６割弱
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表14　農産物の販売先別割合（10ha以上、2015年）
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となっている。その一方で、「一位が農協以外」と答えた４割強の経営体の主

な販売先は、小売業者が多く３～４割の経営体が取引をしている。また、加工・

外食産業との取引も３割前後の経営体で行われている。消費者への直接販売に

取り組んでいる経営体は家族法人では少ないが、100ha以上の階層のみで積極

的に取り組まれている。

　各種団体その他では、上層では「一位が農協」の割合が100％に近いが、下

層にいくほど「一位が農協以外」と回答した経営体の割合が高くなっており、

10ha未満層ではそれが半数を超えている。なお、一位が農協と答えた経営体の

ほぼ100％近くが農協のみへの出荷であり、これに対して、一位が農協以外と

答えた経営体では、小売業者、加工・外食産業、卸売市場など販売先は多様で

ある。

　「一位が農協」と回答した割合が最も低いのは会社法人であり、むしろ「一

位が農協以外」と答えた経営体の割合の方が高い。もっとも、一位が農協以外

と答えた経営体であっても、30ha以上の階層では７割以上が農協へも出荷して

おり、その割合は上層にいくほど高くなっている。会社法人になっても、農協

との関係が疎遠になるわけではないということを示している。その一方で、一

位が農協と答えた経営体であっても、小売業者、加工・外食産業、卸売市場な

どへも販売が行われている。一位が農協と答えた会社法人では、業者等への販

売先が多様化していることもあってか、消費者への直接販売の割合はそれほど

高くはない。100ha以上の階層のみで３割となっている。

　一方、会社法人で「一位が農協以外」と回答した経営体の割合は半数を超え

ており、その販売先は小売業者が多い。30 ～ 50ha層で５割、50 ～ 100ha層お

よび100ha以上層では６割の経営体が小売業者に販売している。また、加工・

外食産業への販売は、30 ～ 50ha層および50 ～ 100ha層では４割、100ha以上層

では５割が取り組んでいる。100ha以上層では７割近い経営体が消費者への直

接販売にも積極的に取り組んでいる。

　以上のように、会社法人ではいずれの階層においても農産物の販売に大きな

力を入れていることがわかる。しかも、規模が大きくなるにしたがってその割

合が高くなっており、多様な販売（出荷）先への販売促進に積極的に取り組ん

でいることがわかる。
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　こうした販売（出荷）先の状況について、さらに詳しく検討するために、家

族法人、農事組合法人、会社法人について、10ha以上層の各階層別に高販売金

額グループと低販売金額グループに分けて、農産物の販売（出荷）先割合を示

したものが表15である。農産物の販売（出荷）先の「一位が農協」と回答した

経営体の割合は、いずれの法人のグループにおいても、高販売金額グループの

方の割合が低くなっており、その一方で「一位が農協以外」と答えた割合が高

くなっている。従来から取引のある農協以外にも販売（出荷）先を拡大するこ

とが、経営の販売収入を大きく伸ばすことにつながっているとみることができ

るが、しかし、会社法人の上位階層の過半が農協に出荷していることからもわ

かるように、それがすぐに「農協離れ」につながっているわけではない。

　以上のように、「一位が農協以外」と回答した経営体の農産物の販売（出荷）

先は、いずれのグループにおいてもきわめて多様である（生産している農産物

が米だけではないという事情もある）。農協を除く販売（出荷）先の累積割合

を各グループごとに計算してみると、いずれの階層でも高販売金額グループの

表15　規模・販売金額で区分した経営体の販売先別割合

（家族法人、農事組合法人、会社法人）　　
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方が数値が高くなっていることから、多様な販売（出荷）先への積極的な販売

促進が経営の売上高の向上につながっていることがわかる。

　なお、事業形態別では、一位が農協以外と回答した経営体の割合は会社法人

で最も高く、100ha以上層の高販売金額グループではこれが半数を超えている。

次いで、家族法人、農事組合法人の順となる。また、これを販売（出荷）先割

合の累積値の大きさでみると、家族法人よりも農事組合法人の方が高く、また

農事組合法人よりも会社法人の方が高くなっている。農事組合法人では、その

組織の設立の経緯もあって、一位が農協以外とする割合は全体としては低いも

のの、一部の経営体では積極的に販売促進に取り組んでいることがわかる。

　なお、注目されるのは、上層の規模階層の高販売金額グループではインター

ネットを通じた農産物の販売が積極的に行われている点である。販売されてい

るのは米が中心であると思われるが、家族法人の50 ～ 100ha層や会社法人の30

～ 50ha層、50 ～ 100ha層、そして100ha以上層の高販売金額グループでは、そ

の割合がいずれも30％を超えている。これらのグループでは３経営体のうちの

1経営体がインターネット販売にも独自に挑戦しているということである。

７．六次産業化の取り組みの現状

　生産した農産物の加工や体験農園・観光農園、農家レストランなど、いわゆ

る「六次産業化」に関して、水田農業の分野ではどの程度の経営体が取り組ん

でいるのだろうか。そうした「六次産業化」の現状について示したものが表16

である。家族非法人や組織非法人などでは、六次産業化の取り組みを「行って

いる」と答えた経営体の割合はわずか2 ～ 3％であり、圧倒的多数の経営体で

は行われていないのが現状である。とくに組織非法人などでは、どの階層をみ

てもきわめて低調である。この中で、家族非法人の50 ～ 100ha層と100ha以上

層のみ、１割ていどの経営体が農産加工や貸・体験農園などに取り組んでおり、

一部には海外への米の輸出に取り組んでいる経営体もみられる。

　これに対して、家族法人と農事組合法人では13 ～ 15％の経営体が「六次産

業化」に取り組んでいる。両者ともに100ha以上層ではその割合が20％を超え

ており、他の階層でもおおよそ10％台にある。取り組みの内容をみると、いず
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れも農産加工が多いが、農事組合法人の100ha以上層では貸・体験農園の取り

組みも行われている。また、家族法人の30 ～ 50ha層や50 ～ 10ha層などでは海

外への米の輸出に取り組んでいる経営体もある。

　各種団体その他では平均すれば24％の経営体が取り組んでいる。これは10ha

未満層や10 ～ 30ha層などの小規模階層で、農産加工や貸・体験農園、農家レ

ストランなどが積極的に取り組まれていることによる。

　六次産業化に取り組む経営体の割合が30％以上と最も高い割合を示している

のが会社法人である。しかも、どの階層においても積極的に取り組まれている

のが特徴であり、このうち２割以上の経営体が農産加工に取り組んでいる。ま

た、農家民宿を除くその他の多彩な事業にも積極的に取り組んでおり、海外へ

の米の輸出にも各階層の経営体が取り組んでいる。

　以上のように、六次産業化については、先にみた複合化の取り組みほどでは

ないものの、会社法人、農事組合法人、家族法人などの大規模階層を中心に、

取り組む経営体の割合が高くなっていることがわかる。

　こうした六次産業化の状況をさらに詳しくみるために、家族法人、農事組合

法人、会社法人について、高販売金額グループと低販売金額グループに分け

て、取り組みの状況について示したものが表17である。六次産業化の取り組み

について「行っている」と回答した経営体の割合はいずれの階層においても高

販売金額グループの方が高く、とくに会社法人では50 ～ 100ha層で４割を超え、

100ha以上層では５割に達している。

　取り組みの内容をみると、農産物の加工がいずれのグループでも多く、会社

法人ではどの階層の高販売金額グループでもこの割合が高くなっている。農産

物の加工以外に貸農園・体験農園等や観光農園に取り組む経営体もあり、家族

法人の30 ～ 50ha層、農事組合法人の50 ～ 100ha層や100ha以上層、そして会社

法人の４つの階層などでその割合が高くなっている。また、会社法人の中には

農家レストランに取り組んでいる経営もあり、まだその数は限定的であるが、

海外への米の輸出に取り組む経営体も会社法人に多い。

　ところで、こうした六次産業化の取り組みなど農業関連事業を通じた経営体

の販売金額はどの程度のものなのか。農業関連事業による販売高区分別の経営

体の割合を、家族法人、農事組合法人、会社法人について示したものが表18で



－ 108 －

表16　六次産業化の取り組み状況（2015年）
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ある。全体としてみると、販売高が100万円未満とする経営体の割合が47％で

およそ半分を占めており、これに100 ～ 500万円と答えた経営体を合わせると

75％となる。農業関連事業を「行っている」と答えた経営体の４分の３が500

万円未満の販売高にとどまっていることがわかる。これに対して、1,000万円

以上と答えた経営体の割合はわずか16％である。六次産業化とはいっても、実

態はきわめて零細な取り組みが多く、それ自身が一つの独立した収益部門とし

て経営に貢献している事例はきわめて限られているということである。

　表によって1,000万円以上の販売高を上げているケースをみると、高販売金

額グループの方がその割合が高い傾向がみられるが、100ha以上層などではむ

しろ低販売金額グループの方が割合が高い傾向もみられる。

　法人の形態では、会社法人ではいずれのグループも、1,000万円以上の販売

高をあげている経営体の割合が高く、100ha以上層ではそれが半数以上に達し

ている。1億円以上の販売高をあげている経営体もあり、水田農業の分野にお

いても、六次産業化が有力な収益部門として経営に位置づけられているものも

あることがわかる。

表17　規模・販売金額で区分した経営体の六次産業化の状況

（家族法人、農事組合法人、会社法人：2015年）
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８．大規模水田作経営の持続可能性をめぐる諸問題

　１）2015年農林業センサスから見えるもの

　わが国の水田を有する経営体の数は、2005年から2015年の10年間に60万経営

体ほど減少した。その多くは10ha未満の家族非法人の減少であり、10ha以上の

経営体の数はいずれの事業形態でも増加している。最も増加数の多かった形態

は、家族非法人（5244経営体の増加）であり、これに農事組合法人（2497経営

体）、組織非法人（1954経営体）、会社法人（1268経営体）などが続いている６）。

こうした階層変動の結果、この10年間に34万6千haの水田が10ha以上の経営体

に新たに集積され、全水田面積の34％にあたる65万7千haの水田が10ha以上の

階層で耕作されている。

　わが国の水田の66％は従来のように10ha未満の家族非法人を中心とする経営

体が有しているが、15％は10 ～ 30haの家族非法人の中間層、19％は会社法人

や農事組合法人、家族法人、組織非法人などの事業形態の経営体が耕作してい

るのである７）。

　こうした構造変動のもとにある10ha以上の経営体を対象に、事業形態別・水

表18　規模・販売金額で区分した経営体の農業関連事業の販売金額

（家族法人、農事組合法人、会社法人：2015年）　　
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田面積規模別に幾つかの経営的な特徴を、2015年農林業センサスの組替集計に

よって分析した結果、見えてきた点は以下の通りである。

　まず、農産物の販売金額については、会社法人と農事組合法人が他の形態に

比べると相対的に高く、100ha以上層では3億円以上の販売金額をあげている経

営体もある。1億円以上と答えた経営体の数も全国で200を超えており、水田農

業の分野でも高販売金額を達成している経営体が出現していることがわかる。

しかし、全体としてみれば、経営の収益性に問題を抱えている経営体が多数に

のぼるという状況も、読みとることができる。

　経営体への常雇の導入については、会社法人や農事組合法人を中心に活発に

雇用が行われており、家族法人や家族非法人の経営体でも50haを超える経営で

は平均1人以上の常雇が雇用されている。これらの経営では、常雇の導入が経

営の規模拡大のための不可欠な要素となっている。

　男子雇用者が最も多い経営体は、会社法人の100ha以上層で平均5.9人である。

家族法人では4割の常雇が15 ～ 34歳の若手であり、会社法人でも3割を占めて

いる。農業従事者の高齢化が大きく進んでいる中で、男女ともに比較的若い従

業員も常雇として雇われていることがわかる。

　しかし、組織非法人では45 ～ 64歳ならびに65歳以上が男子では9割、女子で

も8割を占めており、常雇の多くが高齢者によって占められている。この傾向

は農事組合法人においても同じであり、男女とも45歳以上の常雇が7割以上を

占めている。

　組織経営体の労働力構成をもとに男子専従者１人当たり水田面積を計算する

と、会社法人の50 ～ 100ha層の高販売金額グループでは20ha前後、100ha以上

層では30ha弱となった。従来から専従者１人10haと言われてきたが、現在の大

規模経営では、この面積が大きく拡大している可能性がある。

　次に、水田利用と経営の複合化についてであるが、稲作一位経営の中で稲の

販売金額が８割未満の準複合経営および複合経営の割合は、いずれの事業形態

においても10ha未満層では３割ていどであるが、その割合は規模が大きくなる

に従って増加する傾向をみせ、50 ～ 100ha層や100ha以上層になると５割を超

えている。稲以外の作物では、圧倒的に多いのが麦、大豆類であるが、農事組

合法人や会社法人では露地野菜や施設野菜、その他作物に積極的に取り組んで
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いる経営もみられる。会社法人の100ha以上層では稲以外の作付割合が36％に

達している。

　この中で、高販売金額グループでは、いずれの階層も露地野菜や施設野菜、

その他の作物の作付割合が高い。しかし、100ha以上の高販売金額グループの

み稲単一経営の割合が高く、会社法人の大規模経営の中には「稲単作」で米事

業を営んでいる経営体も存在していることがわかる。その一方で、このグルー

プには多彩な作物を生産する複合経営も多く、作目選択の自由度の高い経営が

それぞれに活躍している点が注目される。

　「環境保全型農業」など環境への負担の軽減の取り組みについては、これを

「行っている」と回答した割合が８割に達しているのが会社法人である。その

割合は、どの規模階層においても高く、100ha以上層では９割近くに達している。

また、堆肥による土づくりについても、会社法人では半数を超える経営体が取

り組んでいる。これらの経営体では多品種・高品質の米作りが行われているこ

と、米以外の様々な農作物の栽培にも積極的に取り組んでいることなどが、堆

肥による土づくりの取り組みと関連している。

　農事組合法人においても、規模拡大が進むにつれて、土づくりが営農上の重

要な課題になっており、その一方で、家族非法人の多くはその割合が低い。

　農産物の販売（出荷）先については、一位が農協であると回答した割合は、

組織非法人が最も高く10ha以上層で9割以上、30ha以上の階層ではほぼ100％と

なっている。この形態と農協との強い結びつきがみられる。次に高いのが農事

組合法人であり平均して８割を占め、家族非法人の７割、家族法人の６割弱が

これに続いている。いずれの形態も農協以外への販売先は、消費者への直接販

売を除くとその割合は少ない。

　割合の最も低いのは会社法人であり、むしろ一位が農協以外が半数を超えて

いる。販売先は小売業者、加工・外食産業、消費者への直接販売などと多様で

ある。しかも、上層ほど多様な販売（出荷）先への販売促進に積極的に取り組

んでいる。

　農協を除く販売（出荷）先の累積割合を各グループごとに計算してみると、

いずれの階層でも高販売金額グループの方が数値が高くなっていることから、

従来から取引のある農協以外にも販売（出荷）先を拡大することが、経営の販
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売収入を大きく伸ばすことにつながっているとみることができる。注目される

のは、上層の高販売金額グループではインターネットを通じた農産物の販売が

積極的に行われており、それが30％を超えていることである。

　もっとも、どの事業形態の経営体でも農協との関係は深く、一位が農協以外

と回答した経営体であっても、農事組合法人の７割、家族法人や組織非法人、

会社法人の５～６割が何らかの形で農協へ農産物を出荷している。

　六次産業化の取り組みについては、家族非法人や組織非法人などでは「行っ

ている」と答えた経営体の割合はわずか2 ～ 3％であり、多数の経営体では行

われていない。一方、家族法人と農事組合法人では13 ～ 15％の経営体が取り

組んでおり、両者ともに100ha以上層ではその割合が20％を超えている。もっ

とも、農業関連事業を行っていると回答した経営体の４分の３が500万円未満

の販売高にとどまつており、1,000万円以上と答えた経営体の割合は16％であ

る。

　これに対して、その割合が30％以上と最も高いのが会社法人である。しかも、

高販売金額グループの方が割合が高く、50 ～ 100ha層で４割を超え、100ha以

上層では５割に達している。会社法人ではいずれのグループも、1,000万円以

上の販売高をあげている経営体の割合も高くなっており、100ha以上層ではそ

れが半数以上に達している。1億円以上の販売高をあげている経営体もあり、

水田農業の分野においても、六次産業化が有力な収益部門として位置づけられ

ている経営も一部に出現していることがわかる。

　２）多様化している水田作経営の持続可能性をめぐる諸問題

　農業従事者の高齢化などを背景に、平成期に入ってから顕著にみられるよう

になった農地流動化の動きは、平成19（2007）年の品目横断的経営安定対策の

導入などを契機に大きなうねりとなり、2005年から2010年までの5年間だけで

22万8千ha、それに続く2015年までの5年間に11万7千haの水田が10ha以上の上

層に集積された。この結果、わが国の水田の３分の１が農事組合法人、会社法

人、集落営農等を含む様々な事業形態の大規模な経営体によって耕作されるよ

うになっている。

　これにともない、水田の基幹作物である稲作も、多様な事業形態と規模の経
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営体によって担われるようになった。2015年農業センサスによれば、水田への

水稲の作付比率は全国平均で66％であるが、家族非法人の小規模階層などでは

70％台にあり、その一方で、法人などはいずれの階層も50％台後半にある。ま

た、集落営農の中規模階層などでは50％を切るものもある。こうした稲の作付

比率の違いをふまえても、2005年には76％を占めていた5ha未満の家族非法人

の稲作面積のシェアが、2015年には55％に低下する一方で、2005年にはわずか

13％であった10ha以上の階層のシェアが、2015年には31％へと増えている。わ

が国の米づくりも多様な事業形態と規模の経営体によって担われるようになっ

たということである。もっとも、わが国の米づくりの過半は未だ5ha未満の稲

作農家が担っているという事実と、10ha以上の階層の中でも、その半数は10

～ 30haの家族非法人であるという事実も見落とされてはならないだろう。

　こうした状況下にあるわが国水田農業の、生産・販売に関わるこれからの課

題については様々なものがあるが、さしあたり次の４点を指摘して本稿の結び

としたい。

　（1）多様化する米市場に対応した米づくりと低コスト化の課題

　現在の米市場の動向をみると、平成28年産米の生産量799万トンのうち、主

食用米は725万トンである。この主食用米の５割にあたる366万トンが農協出荷

であり、３割にあたる213万トンが農家自らの直接販売、２割にあたる146万ト

ンが親族・友人等への無償譲渡を含む農家消費となっている。農協出荷のうち

では、主食用米の４割弱にあたる266万トンが全農・経済連等を通じた販売、

１割強の100万トンが農協自身の直販となっている。農協直販の内訳は、その

大部分が卸・小売等の業者への直売であり、消費者等への販売はわずかな量に

とどまっている。一方、農家直売の213万トンも、主食用米の２割弱にあたる

127万トンは卸・小売等の業種への販売であり、消費者への直接販売は１割の

86万トンである。近年は農家ならびに米を購入する消費者の高齢化の進行によ

り、農家からの無償譲渡や消費者への直接販売の量が徐々に減少しており、そ

の一方で、中食・外食業者の業務用米の需要が増え、また、スーパーマーケッ

トや小売店などへの販売のシェアがやや高まる傾向にある。

　一方、主食用米の消費内訳は、家庭内消費が69％、中食18％、外食13％など
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で、業務用途の米が全体の３割強を占めている。家庭内消費の米の購入量は徐々

に減少する傾向にあるが、業務用米に対する引き合いは増えているという。こ

のため、業務用途にマッチした米の品質と価格、安定した量の供給など、生産

者サイドの創意工夫が求められる。とくに中食業者や外食産業等で使われる業

務用米のほかに、米粉用の米や機能性食品用の米、輸出用の米などは将来の需

要も見込まれることから、こうした需要をみすえた低価格の米づくりが重要な

課題になっている。

　農研機構の経営研究者が全国で実施した先進経営（30 ～ 120ha）の調査結果

によれば、米の生産コストは平地純農村において玄米60kg当たり7,000 ～ 9,000

円（但し、支払い地代算入生産費）、平地～中間地域において10,000 ～ 12,000

円（全算入生産費）、山間地域において12,500 ～ 15,000円となっている８）。ま

た、「農匠ナビ1000」プロジェクトに参加した先進経営の全算入生産費を分析

した南石氏９）によれば、30ha規模経営で玄米60kg当たり9,276円、100ha超規

模経営で8,970円と試算し、150ha程度までは規模拡大により生産コストが低減

するとしている。米生産費調査による全国15ha以上層の全算入生産費（平成28

年産）は10,901円であるから、その８割程度にまですでにコスト低減は実現さ

れているということである１０）。

　一部の事例であるとしても、こうした会社法人や農事組合法人等の先進経営

の低コスト技術を、どのように他の事業形態や規模の異なる経営体に広げ、ま

た、分厚く存在する10 ～ 30ha規模の家族非法人などへ普及させていくかが課

題となっている。

　（2）次世代農業に対応した土地基盤の整備

　農林水産省「農業基盤情報基礎調査」（平成25年3月）によれば、わが国の水

田総面積の63％は30a程度以上に区画整理されているが、37％は未整備であり、

整備された水田のうちでも、排水が良好でない水田が３割ほどあるという。ま

た、これまでに１ha程度以上の大区画に整備された水田は22万haで、これは全

水田面積の9％であるという。

　用排水分離の30a区画という圃場設計は、昭和30年代末から始まる農業構造

改善事業の基準によるものであり、機械化農業を前提としているとはいえ、当
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時普及していたロータリー耕ならびに田植機、自脱型コンバインを中心とする

いわば「中型機械化体系」を前提にしたものであった。米の減反政策が続く中

で、稚苗田植えによる収量を抑えた良質米生産という点では、当時の技術にき

わめて適合的な圃場システムであったということができる。しかし、100馬力

を超えるような大型機械を駆使した乾田直播が新しく導入され、多収穫品種の

生産や野菜生産、そして畑利用など、水田の多様な利用が求められているこれ

からの水田農業の展開のためには、もはや30a区画の水田そのものが狭隘となっ

てきており、集積された水田の連担化を含む新たな圃場づくりが必要とされて

いる。

　とは言え、わが国の水田の立地条件は、地形が複雑でしかも土壌の構成も一

律ではない。また、先述したように、経営内の水田利用もきわめて多様である。

そのために、土地基盤整備も画一的なものではなく、地域の微地形に合わせた

きめの細かなオーダーメイド型の事業が必要とされる１１）。幹線用排水路など

の再整備は国の直轄事業で行い、地域の圃場整備事業は耕作者の意向をふまえ

たメニュー方式による迅速な設計・施工などが求められている。そうした上で、

全国規模の土地改良の速やかな推進が必要とされているのである。

　しかも、現在の財政事情のもとではコストを極力抑えた事業の工夫が必要不

可欠な条件となろう。例えば、山間地域の傾斜水田などでは、無理をして大量

の土を動かし大区画水田を造成するよりも、圃場ごとに大型機械が進入できる

広幅の道路を整備すれば、多少効率が落ちたとしても機械耕作が可能になると

いう大規模農業者の提言などもある１２）。また、傾斜地などでは、不整形でも

等高線に沿った圃場づくりの工夫なども必要とされる。

　大型機械を駆使した超省力化技術、ＩＴなども援用した精密栽培技術、後述

する十分な耕深を確保した有機物による土づくり、そして地下灌漑を含む用排

水制御の容易な大区画圃場という４つの要素が一体的に改革されなければ、次

世代農業の発展と普及は難しいという認識を共有することが重要である。

　（3）水田高度利用のための土づくり

　これからの水田には、良食味米の生産に加えて、多収穫米や新規需要米など

の生産、あるいは水田輪作や畑利用など、きわめて多様な土地利用が求められ
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ている。こうした土地利用を現在の作土15cm程度の水田のまま継続すれば、早

晩、土壌窒素は消耗することになり、必ず作物の収量は落ちてくるという。多

様な水田利用のためには、適正なタイミングを考慮した有機物の積極的施用に

よる土づくりが重要になる。

　現在のロータリーなどで耕起している水田の多くは、「耕し起こすという本

来の耕起ではなくて-----、ただ単に土壌をかき回しているだけだ」１３）とい

う指摘もあり、その一方で「大型機械による踏圧で、土壌の物理性が悪化する

と土壌が固くなったり、排水が悪くなり、砕土率も低下している」１４）水田も

あるという。多くの水田では作土層が浅いために、根の活性、根量を維持する

ためには、透水性を向上させ、ひび割れ・亀裂などのある土層が深いところま

であるような土壌構造を作ることが重要であるという。

　「昭和30年代の稲の多収穫圃場の土壌は、現在、求められている汎用化水田

の土壌の特徴と一致している」１５）という。きわめて重要な指摘であるが、先

に分析した「環境への負担の軽減」では「堆肥による土づくり」が、とくに多

彩な農作物を生産している大規模層でその割合が高くなっていた。こうした経

営体では、収量を長期にわたり安定して維持するためにも、有機物をしっかり

と投入し、プラウ耕などにより作土を深くとり、土壌の団粒構造をつくるため

の努力がなされているということであろう。

　こうした典型例として、鳥取県で水田117haを耕作するＴ農場の例がある。

Ｔ農場では、長期にわたり「土づくり」を基本とした経営が展開されている。

大型のトラクターとプラウを使い、全ての水田の作土を30cmにまで深耕し、畜

産農家から提供された堆肥を独自に調製して、毎年10a当たり1.5 ～ 2トンを投

入している。これによりＴ農場では、米だけでなく、豆類、野菜類、飼料用と

うもろこしなどにも、全ての作物で化学肥料を使用していないという。「30cm

ぐらいの肥沃な土を作って、田んぼの均平をとって、排水を良くして、水田

の機能を高めれば、米だけでなく、いろいろな作物を栽培することができる」

１６）というのである。

　特に注目すべきは、40haの酒造好適米（山田錦）の栽培である。山田錦は晩

生の品種であるために、収穫時期が遅く、しかも丈が長くて、倒れやすいという。

このため、他の産地では倒伏軽減剤のような薬剤を使い、丈を抑えたり、倒伏
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を抑えたりしている。Ｔ農場の山田錦は、茎がしっかりと育ち、強風などに対

しても茎が「しなる」という。丈の長い「しなる」ような逞しい酒米に育つの

は、「地力で作る」からであるという。

　こうした徹底した取り組みは難しいとしても、これからの時代の水田農業の

ためには、Ｔ農場にみられるような土づくりの取り組みが必要不可欠な条件に

なっている。

　（4）飼料用作物の生産と耕畜連携

　平成28年産の主食用米の作付面積は138万haとなり、毎年8万トンほど減少す

る米の需要を反映して、22年産に比べると22万ha（13.8％）減少した。その一

方で、加工用米の作付面積は5万1千ha、新規需要米は13万9千ha（うち、飼料

用米は9万1千ha、ＷＣＳは4万1千ha）、備蓄米が4万haとなり、主食用米の減少

分をこれらの米が埋め合わせる形で伸びてきた。

　この中で、飼料用米の増加とともに、もう一つ注目される点は、ＷＣＳ（稲

発酵粗飼料）の作付け面積も徐々に増加しているという点である。平成28年産

のＷＣＳ作付面積は4万1千haで、飼料用米面積に比べて半分弱にまで面積が増

えている。しかも、面積が増えている地域は、東北、北関東（および千葉）、中国、

九州という肉牛の主要な飼養地域と一致している。ＷＣＳの作付面積は、沖縄

を除く九州７県では2万3千haと全国の作付面積の約半数（56%）を占めており、

東北６県では7千600ha（18％）、北関東３県と千葉では4千ha（10％）となり、

これに中国を含めると８割以上のＷＣＳがこの４地域で生産されている。

　農研機構・西日本農業研究センターの千田雅之氏１７）によれば、ＷＣＳ用稲

の「たちすずか」の栽培事例では10a当たり販売収入は7万6200円となり、ここ

から資材費、梱包材費、変動費などを差し引いた利益は4万9500円（移植栽培）

になるという。また、同氏は飼料用とうもろこしの試算値も示しているが、こ

れによれば、10a当たり販売収入は10万円、資材費、梱包材費、変動費を差し

引いた利益は6万6700円になると計算している。これらは言うまでもなく圃場

レベルでの収支計算であり、その他の経営的な固定的経費などは含まれていな

い。しかし、「ＷＣＳ用稲ととうもろこしを主軸とした生産が補助金依存率と

コスト、労働時間を抑えられる」（全国農業新聞、2017年8月11日付）という千
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田氏の指摘は、現実性のあるものということができる。

　わが国における飼料用作物の生産量は近年わずかながら増加する傾向にあ

り、こうした取り組みによる食料自給率（カロリーベース）向上への期待もあ

る。飼料用米の生産に加えて、ＷＣＳの生産や立毛間放牧、あるいは堆肥の軽

量化（ペレット化）など、耕畜連携の取り組みに関する支援の強化も、これか

らの水田農業を考える上で重要ではないかと思われる。

注

１）調査体系を大きく変更した2005年農林業センサスでは、一戸一法人については、それ

までの農家とは分離して、農家以外の農業事業体とともに「法人経営体」に分類され

た経緯もあり、2005年以前にすでに法人化していた雇用型の大規模経営体などは「組

織経営体」として把握されているという話もある。もし、こうした話が事実であると

すれば、むしろ「家族法人」と「会社法人」を一つの括りにして分析した方がよいの

かもしれないが、ここではセンサス個票に記載されている「家族経営」であるか否か、

および「法人」であるか否かの回答によって、６つの事業形態に分類した。

２）参考文献（２）では、秋田県における２～ 20haの「中規模層」の経営の実態が詳しく

分析されている。

３）この表２以降では、「会社法人」には株式会社（有限会社含む）のほかに、合名・合資会社、

合同会社、相互会社も含めているので注意を願いたい。各種団体その他には、農協、

森林組合、その他各種団体、その他法人が含まれている。

４）家族非法人の50 ～ 100ha層や会社法人、組織非法人の50 ～ 100ha層、100ha以上層など

で販売金額が100万円未満であると回答したケースが数件ほどあるが、その理由につい

ては不明である。

５）販売金額基準で区分した高販売金額グループと低販売金額グループの違いが、実はそ

れぞれのグループの水田面積の違いによるものであるのかどうかをチェックするため

に、各グループの平均水田面積を算出して両者を比較してみた。その結果、10 ～ 30ha

層ではいずれの事業形態も1.3倍前後の面積の格差がみられ、また、農事組合法人の

100ha以上層では1.6倍、組織非法人の100ha以上層では1.7倍の面積の格差がみられ

た。したがって10 ～ 30ha層のグループを比較する場合には1.3倍ていどの水田面積の

違いが影響している点を考慮する必要があり、また、農事組合法人の100ha以上層につ

いては低販売金額グループは平均135haの経営体群であり、高販売金額グループは平均

210haの経営体群であること、そして組織非法人の100ha以上層については、前者が平

均140haの経営体群であり、後者が平均240haの経営体群であることを念頭に置く必要

がある。その他の形態や規模階層の各グループについては、両者の水田面積の違いは

おおむね1.0 ～ 1.2倍の範囲内にあることから、それぞれの数値の違いは他の要因によ

るものと考えられる。

６）組織経営体に関する分析は文献(5)で詳しく行われている。

７）こうした動きには地域による大きな格差もみられる。この点については文献(6)および

文献(5)で詳しく分析されている。

８）参考文献(8)による。
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９）参考文献(1)による。

10）これらはいずれも米の圃場原価であり、販売価格の設定にあたっては、玄米60kg当た

り1,500 ～ 2,000円程度の販売管理費等の固定的経費を加算する必要がある。

11）参考文献(3) p.168に汎用化水田のイメージ図がある。

12）参考文献(7) pp.242-243を参照のこと。

13）14）15）文章の引用を含めて、この項目についての記述は参考文献(9)によっている。

16）八木宏典「解題」「平成29年度講演会の記録」日本農業研究所、2017年12月。

17）「水田里山畜産利用コンソーシアムセミナー」における千田雅之氏（農研機構・西日本

農業研究センター・農業経営グループ長）の資料による（「全国農業新聞」2017年8月

１日付に掲載）。
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